
         

    
 

 

１ ねらい 

  介護現場において、認知症介護リーダーとして求められる指導力、チームケアを進める 

技能を修得し、認知症介護の質の向上の推進役となる指導者を養成することをねらいと 

する。 

 

２ 受講対象 次の（１）及び（２）を満たす方  

 

（１） 修了課程名（ア）について①又は②に該当する方 

（ア）① 平成１３年度から１６年度までの「痴呆介護実務者研修・基礎課程」を修了した 

方で、「専門課程」を受講していない方 

②「認知症介護実践者研修」を修了してから１年以上経過している方 

※令和４年度認知症介護実践者研修（第２回）修了者は該当しない。 

（イ）介護業務に概ね５年以上従事した経験を有する方 

 

（２） 介護施設・事業所において以下のいずれかの立場にある方 

 ・ チームリーダー（介護主任・ケアワーカー長など） 

・ チームリーダー補佐 

・ チームリーダー候補 

   

３ 受講定員  ４０名 

 

４ 期  日 （年１回 研修５日 経過報告会１日 職場実習４週間 結果報告会１日） 

第１日 第２日 第３日 第４日 第５日 

９／２７ 

（水） 

９／２８ 

（木） 

９／２９ 

（金） 

１０／１２ 

（木） 

１０／１３ 

（金） 

 

実      習 結果報告会 

経過報告会：１０／２７（金） 

職場実習：１０／１６（月）～１１／１２（日） 

１２／８ 

（金） 

※ 職場実習は原則として、期間内に修了してください。ただし、諸事情のため期間内に修了 

できない場合は、別の日に変えて実習してください。２８日間の実習終了後、レポートを提出 

していただきます。 

 

５ 会  場    秋田県社会福祉会館  １０階 大会議室 他  

 

６  受 講 料   秋田県社会福祉協議会会員の施設職員 ３２，０００円 

非会員施設の職員          ３６，０００円 

 

※ 納入方法については、受講決定者に対して別途お知らせします。 

※ 受講決定後のキャンセルの場合は、理由の如何に関わらず、受講料は全額納入いただき 

ますので御承知おきください。 

令和５年度 認知症介護実践リーダー研修実施要綱 



 

７ 申込期間等 

市町村への申込期間 
申込先：各管轄市町村介護保険担当 

研修受付システム 

申込期間 

可否通知 

メール送信予定 

７月１３日（木）～１４日（金） ７月６日（木）～２０日（木） ８月２２日（火） 

 

８  申込方法  

（１） ※ 今年度から申込方法が変わりましたので御注意ください。  

① 受講希望者は、本会ホームページから申込用紙と「認知症介護実践リーダー研修 

受講に当たって」をダウンロードし、必要事項を記入の上、申込期間内に事業所が 

所在する市町村介護保険担当あてに申し込んでください。 

なお、申込先については「令和５年度認知症実践研修市町村担当一覧」を参照して 

ください。（ＦＡＸでの申込不可。） 

    ② 今年度から「研修受付システム」からの申込も必要となります。 

上記申込期間中に「研修受付システム」よりお申込みください。 

      ※ 「研修受付システム」未登録の事業所は、「研修受付システム登録について」 

を参照し、登録手続きをお願いします。 

      ※ 研修受付システム申込開始日の９：００以降申込ができます。申込開始時刻 

以降に、該当の研修名が表示され、申込ができます。申込開始時間前には表示 

されませんので御留意ください。 

 

（２） 研修の目的や内容を理解せず、受講意欲に欠ける受講者が見受けられます。申込みに 

当たっては、受講希望者へ十分に説明の上、受講要件や受講意欲に問題がなく、かつ 

研修の全日程を受講できることを御確認ください。 

 

（３） 各市町村が審査した上で必要と認めた場合に、市町村長の推薦書を添えて秋田県社会福 

祉協議会あてに申し込みを行うものとします。 

 

９  受講可否について 

   申込者には、本会により選考結果を「研修受付システム」からメールで連絡します。 

なお、受講決定後のキャンセル及び受講者の変更はできませんので御了承ください。 

 

10  職場実習について 

職場のチームリーダーとして、自己の設定した課題の達成を目指してその成果を得ること 

を目的とし、実習に取り組みます（職場に指導育成を受ける職員がいることが必要です。）。 

課題達成に向けて十分に取り組めるよう責任者の同意のもと研修期間が終了するまで人事 

異動を行わないなど御理解、御協力をお願いします。 

 

 

 

 

11 経過報告会について 

実践計画内容の実効性を高めることを目標として、職場実習２週目に現時点での進捗状況や

成果などを確認しています。 

受講生を担当する認知症介護指導者のアドバイスを参考に「研修の自己課題」の完成を目指 

してください。 

          



 

12 使用テキストについて 

本研修の受講には指定テキストが必要です。テキストが無ければ受講できません。 

受講が決定された方は、別添テキスト注文申込書により中央法規出版株式会社 仙台営業所に 

直接ＦＡＸでお申込みの上、購入してください。 

 

※ 今年度からテキストが変更になります。 

               

 

         

 

 

          

 

13  修了証について 

修了証は、全日程（成果物提出等を含む）を修了した場合に交付します。 

受講状況や受講(実習)態度及び提出物の内容等が本課程修了にふさわしくないと判断した 

場合は、修了証を交付しません。 

なお、この場合でも受講料は返還しません。   

          

14  留意事項  

（１） 本会の「個人情報保護規程」に基づき、提出された受講申込書等は他の目的に使用しま 

せん。 

（２） 会場となる秋田県社会福祉会館には駐車場はありますが、不特定多数の会館利用者用の 

駐車場です。研修受講者の駐車を保証できませんので予め御了承ください。 

 

 

【問い合わせ先】 
社会福祉法人 秋田県社会福祉協議会  
施設振興・人材・研修部 研修担当  
〒010-0922 秋田市旭北栄町１－５ 秋田県社会福祉会館 ７階 

  TEL：018-864-2775  FAX：018-864-2840 
 

テキスト名：「認知症介護実践研修テキスト 実践リーダー編」（2022年6月発行） 

（編集：認知症介護実践研修テキスト編集委員会）  

定価：3,300円（本体3,000円＋税10％） 

発行所：中央法規出版株式会社    


